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2010年2月9日

熊本市長　　幸山　政史　様

熊本市行政区画等審議会　　会長　　桑原　隆広　様

日本共産党熊本地区委員会

委員長

日本共産党熊本市議団
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熊本市の政令市移行にともなう「区割り」に関する申し入れ

昨年11月からはじまった「熊本市行政区画等審議会」は、この間5回の会議が開かれ、5区案・

6区案という具体的な区割り案も示されました。しかし、昨年末に慌しく提案された「5区」案

と「6区」案に対しては、地域や各種団体、議会等から、拙速に方向を出さず、住民の納得が得

られるような徹底審議を求める要望書も出され、審議会としても意見が大きく分かれました。1

月26日から2月4日までの9日間、熊本市内と植木町・城南町において、18カ所・19回開か

れた地域での「政令市移行の区割り案説明会」には、述べ1802名の参加があり、活発な意見が交

わされました。それと平行して、約3，000人を対象にしたアンケートやパブリックコメントも実

施されています。住民説明会では、審議会から提案されている5区案・6区案に対する異論が相次

ぎ、引き続き丁寧な説明を行なうことや徹底した論議、住民合意に向けての意見聴取が求められ

ました。

住民の意見は大きく分かれています。政令市移行にともなう「区割り」は、一旦決まれば、遠

い将来にまでかかわる重要な問題であり、また引き返すことはできません。将来に禍根を残さず、

住民の不満・不安に応え、理解・納得に基づく「区割り」をすすめていくため、以下の点について要

望したします。

1、住民の理解・納得が得られるような「区割り」にするため、引き続き住民へ

の丁寧な説明を行い、意見を正しく聴取・集約し、慎重かつ徹底した論議を

行うこと

この間開催された説明会でも明らかになったように、多くの住民が5区案・6区案に不満

と不安を持っています。これら不安に応えられる慎重な論議が求められます。18カ所、夜

間のみの開催という説明会では、夜外出できない人や、遠くへは行けない人への説明責任

は果たされていません。また、「なぜ、5区・6区案しか提案しないのか」「事務局の説明は、

1
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5区案に誘導しているようだ」など、厳しい意見が相次ぎ、「区の名称を決めるのに1年も

かける予定でありながら、区割りに4ケ月しかかけないのは逆ではないか」などの意見も

ありました。住民の意見を尊重し、納得のいく「区割り」をすすめていくため、校区単位

や昼間開催も含め、引き続き丁寧な説明を行なうこと、拙速に結論を出さずに慎重かつ徹

底した論議を行うこと、そして、住民の意見を正しく集約していくべきと考えます。

2、＿「区割り」にあたっては、①これまでより住民サービス・市民生活を向上さ

せること、②主権者である有権者の意思が正しく反映できるようにすること、

③財政負担を最小限に抑えること、この3点を「基本原則」として押さえる

こと

3、具体的には、以下の点を押さえて、住民の不満・不安に応え、理解・納得の得

られるような「区割り」をすすめていくこと

区の人口は、住民の生活圏を重視し、「10万～20万人程度」を目安に

検討すること

行政区画等審議会では、区の人口は「10万人～15万人程度をひとつの目安と

する」とされています。しかし、全国的には、区は大小さまざまに存在しており、

一番人口の多い区は、横浜市の311，722人、少ないところは堺市の39，249人、

すべて‾ゐ政令市の平均的な人口は約15万人、約半数の区が人口10万人～20万

人の範囲にあります。区割りは、地域の成り立ちや地域における住民の暮らし、

交通も含めた社会環境などの客観的条件を充分に考慮した上で決定すべきであ

り、単に人口のみで、区割りの条件を規定すべきではありません。「人口10万人

～15万人」という目安は、確たる根拠があるものでなく、そこに住む住民の生活

圏が重視されるべきです。他都市の現状も踏まえ、住民の生活圏が尊重されるよ

うな「区割り」が行なえるよう、区に人口の目安は「10万人～20万人程度」と

すること。

「区役所の位置」は、「地域の拠点」となる場所として考える

5区案・6区案いずれでも、植木町役場、城南町役場、富合総合支所、西部市

民センターなど、それぞれの区における地域の拠点と言うには、人口の分布や地

理的条件、交通の利便性からも、理解の得られないような区役所案が現存施設と

して提案されています。行政区を設置したとき、区役所は名実ともに「地域の拠

2
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点」とならなければなりません。

昨年3月に策定された「第2次熊本市都市マスタープラン」の基本理念でも、

「これまで形成された都市基盤や経済活動等を支える都市機能の集積を活かし」

と謳われ、今後の熊本市は、中心市街地を中心拠点に地域生活圏の中に地域拠点

をつくっていく『豊かな水と緑、多様な都市サービスが支える活力ある多核連携

都市』という方向性が示されています。要するに、政令市に移行する中で設置さ

れる「区」は生活圏で、住民の暮らしの中心となる地域の拠点が「区役所」です。

真に住民の生活に根ざした生活圏たる「区割り」と、地域の拠点であると認識で

きる「区役所の位置」を考えていくべきです。

中心商店街をはじめ、熊本市が元気になる区割りを

本市の中心商店街では、今後、景気経済の低迷による消費動向への影響に加え、

熊本城内にある合同庁舎が駅前に移転することによる影響も心配されています。

どこの市町村でも、市役所・役場は、その存在そのものが大きな経済波及効果を

持ち、賑わいの拠点となっています。政令市移行にともない、行政区が設置され

れば、現行の市役所人員が各地域の区役所に分配され、中心街の人の流れにも少

なからぬ影響が出てきます。区役所を数多くつくればつくるほど、地域の拠点で

ある区役所へと人の流れが移ります。区役所は設置されても、中心商店街への影

響が最小限に留まるような市役所機能の維持も必要です。中心商店街が元気で、

市全体が活気あふれる“まちづくり”となるような「区割り」が求められます。

④ 住民サービス向上の観点から、5区案・6区案にとらわれず、住民の

視点で3区案・4区案も検討する

この間の住民説明会の中で多数の意見が出されていたように、交通の不便なと

ころに区役所をつくって、区を多数に分けても市民の利便性が向上しないことは

もちろん、地域の発展も見込めません。ましてや区役所設置によって、現存の市

民センター・総合支所の機能が低下するのであれば、市民サービスが低下していく

ことは明らかではないでしょうか。区役所でしかできないこと、特に居住地の区

役所でしかできないサービスもあり、区役所設置によって住民に不便が生じない

ためにも、区を小さく分けずに大きな区割を検討し、その分現存の市民センター・

総合支所の機能拡充を図るという「区割り」の考え方も示し、十分な市民的論議

を行うべきではないでしょうれそういう意味で、5区案・6区案にとらわれず、

3区案・4区案も具体的に示し検討すべきです。その上で、真に生活の拠点となる

区役所の位置を決定すべきです。
3
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⑤

⑦

旧熊本市内ならびに植木町・城南町、双方の住民に公平な区割り審議

をすすめること

．そもそも区役所の位置は、行政区画等審議会に答申されているものであり、そ

の前に「区役所位置の決定」に権限をもたない合併協議会で、「植木町役場を区役所

とする」という誤った協議事項を決定したことが、住民に不安と不満をもたらして

います。合併強行の産物として民主的な「区割り」協議を歪めている「植木町役

場を区役所とする」という合併協議事項にとらわれず、従来の合併で行なってき

たように、植木町・城南町の役場は総合支所とし、旧熊本市内ならびに植木町・城

南町双方の住民に公平な区割り審議をすすめるべきです。

「区割り」「区役所の位置」の決定にあたって軋公共交通機関の利

便を考慮すること

熊本市は、公共交通が放射線状に伸びているために、隣接している地域でも、

バス路線がなく容易に行くことができない地域がたくさんあります。今回、行政

区画等審議会より提案された5区・6区案は、交通の利便性を無視して、地域を分

けているために、場所によっては、区役所に行くために市役所まで出てきて乗り

換えるというような不合理な事態が予想されます。「車で行けばいいではないか」

「そんなに、区役所に行く用はない」と言う声もありますが、特に市役所に代わ

る行政機関として「区役所」を利用するのは、高齢者や障害者・母子家庭、生活

困窮者等をはじめ、福祉その他の相談等がある場合が多いと考えられます。弱い

立場にあり、車をもたない割合の高い方々が不便となる区役所であってはなりま

せん。区割りと区役所の位置は、公共交通機関の利便に配慮し、決定すべきです。

市政に有権者の意思が充分反映されるような行政区設置を図ること

政令市に行政区が設置されると、県議・市議ともに区単位の選挙が実施されます。

その場合、区を小さく分ければ分けるほど、議員は区域内の有権者を意識し、地域

密着型となり、地域の問題は熱心に取り組む一方、市全体にかかわる市政の重要問

題が後景に追いやられる傾向が強くなり、市政の重要問題に住民の意思が反映され

にくくなりまれよって、一人ひとりの議員が、地域の問題は大切にしつつも、市

全体にかかわる問題にもきちんと取り組んでいくような規模の区割りとすべきで

す。

以上
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熊本市
行政区画の編成に関する提案書

公明党熊本市議団
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平成22年　2月10日

公明党熊本市議団

団　長　鈴木

熊　本　市　長

幸山　政史　殿

行政区画の編成に関する提案について

熊本市では、熊本市行政区画等の編成に関し、熊本市行政区画等審議会（以下、審議会

と称する）を設置し、審議と答申を求めています。

これまで5回の審議会が開催され、その後、市民説明会や市民意見の募集等がなされて

きましたが、審議会や市民説明会などで、区の数を少なくする案など他の選択肢はないの
かといった声も多く聞かれました。

さて熊本市の将来の姿を示す「第6次総合計画」では、めざすまちの姿として「湧々都市
（わくわくとし）くまもと」、～九州の真ん中！人ほほえみ　暮らしうるおう　集いのまち～を、

打ち出し、さらに政令市の移行を前に、「熊本市政令指定都市ビジョン」を検討しています。

この「第6次総合計画」の基本計画では、都市整備の方針として、中心市街地と、複数の
地域生活圏（地域拠点と生活拠点）とが連携した都市構造をめざすとしています。

また「熊本市政令指定都市ビジョン」では、各区がお互いに切磋琢磨しながら、自らの地

域の個性や特徴を生かしたまちづくりの推進に挑戦しようとしています。

行政区画の編成は、こうした計画やビジョンを実現するための条件の一つとなることは明ら
かであり、熊本市の将来に禍根を残さないためにも、幅広い選択肢の中から、他の政令市

にはない、くまもとらしい行政区画の編成が求められています。

こうした要請に応え、審議会での審議の幅と、議論の深化を図るために、ここに、公明党
熊本市議団として、熊本市行政区画に関する具体的な捷案を致します。

熊本市におかれては、行政区画の編成に関する今後の審議会の審議及び行政の検討

の中で、たたき台の一つとされるよう強く要請いたします。
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≪行政区画等の編成について、独自案を提案した理由≫

①熊本市では行政区画等の編成について、外部委員による熊本市行政区画等審議会
（以下、審議会と称す）を設置し、区割り案等の検討と答申を求めました。

②これと並行して熊本市議会公明党は、政令市指定都市実現に関する特別委員会（以下、

特別委員会と称す）で、rできるだけ区の数は少なく、3区が望ましい」と主張し、区割り

のたたき台に3区案を含めた複数案を示すよう求めてきました。

③しかしながら住民説明会では、具体的なたたき台としては5区案、6区案が提示されただ
けとなっています。

④こうして行われた住民説明会では、「5区案、6区案以外に案はないのか。」といった多く
の声が寄せられました。

⑤特に、3区案や4区案が提示されない背景に、行政区画編成の基準の人口規模で「区
の人口は、10万から15万人程度が一つの目安と考えられる。」としたことによると考えら

れますが、他の基準の表現と違い、「一つの目安と考えられる」としているように、あくま
でも参考基準であるとの認識に立つ必要があります。（詳細は、後述の≪3区案・4区案

と「行政区画編成の基準」との比較≫で説明。）

⑥こうしたことから、今後も幅広い選択肢の中で議論を進める必要があるため、たたき台と
して、具体的に3区案を提示することとしました。また既提示の2案では、ともに中央の

区が設定されていることから、3区案をベースに中央の区を考慮した場合の4区案も提
示することとしました。

⑦なお区役所の位置については、それぞれの区の候補地のみを示しました。今後、これま
での合併の経緯やアクセス等、市民の意見を聞きながら、審議会や行政で十分な議論
をされるよう求めます。

≪できるだけ区の数は少ない方がよいとする理由≫

①区の数が少ないほど行政効率と専門性が向上し、行政サービスの提供が経済的にな
ります。

○現熊本市（合併前の熊本市）では、多くの市民センター・総合支所が整備され、多く
の市民サービスが提供されてきましたが、新たな区役所設置によって、現在提供さ

れている市民サービスの低下が予測される地域（各総合支所や、区役所と隣接する
市民センター等）がでることが予想されます。

○また市役所機能が分散される区役所は、区での決裁権が発生する一方で、区の数
が多くなるほど行政効率の低下と、分散による職員の専門性の低下が懸念されま

す。
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○区役所が設置されると、その建設費及び維持管理費が増大するのは勿論のこと、今
後の地方主権による事業拡大で経費が増大することが予想されることから、区の数
が少ないほど経済的です。

②市民と直接つながっている市議会には、いろいろな考えを持った人が挑戦できるような
制度が必要です。

○市政は、県政や国政と違い、市民と直接つながる政治を行うところです。このため、
市議会には老若男女を問わず、さらには地域の代表だけでなく、全市を拠点として

市民生活を支えているNPO（ボランティア）など、あらゆる階層から挑戦できるように

しなければ、いろいろな意見が市政に届かず、かたよった市政になってしまいます。

○これを、市議会での多様性の確保といい、誰でも挑戦できるようにしてこそ、私達市

民の権利である、議会制民主主義を守ることになります。

○また、一つの区での議員定数が少なくなればなるほど、投票された票が活かされな

い結果になります。（これを「死に票」が多くなるといいます。）

③区の数は少ない方が、まちづくりは進みます。

○地域のまちづくりは、町内会・校区自治会・交流室管轄区域へのさらなる全市的な
支援と強化が必要です。

○その上で、これからのまちづくりには、地域を核としたまちづくりと、共通認識を持っ
て活動を行うNPOなどによるまちづくりが必要です。

○　区の数を少なくすることによって、地域代表だけではない市議会が構成され、多様
なまちづくりの議論が進められることが期待できます。

④平成の大合併で、熊本市より早く政令市になったところでは、区の数を多くしたため問
題も多く、最近では、3区と4区になっています。

0　2003年の「さいたま市」（大きな浦和市と大宮市を中心に4市が合併）では、10区に分割。
0　2005年の「静岡市」（静岡市と清水市が中心に2町が合併）では、3区に分割。

0　2006年の「堺市」（旧堺市に1町が合併）では、区政への準備を数十年前から準備を行っており、総

合事務所を設置済み。これに新たに合併した町を一つの区にして、旧市を6区に分割。

0　2007年の「浜松市」（浜松市を中心に3市9町が合併）では、合併の経緯を考慮して7区に分割。

0　2007年の「新潟市」（新潟市を中心に3市11町が合併）では、合併の経緯を考慮して7区に分割。

0　2009年の「岡山市」（岡山市を中心に1市4町が合併）では、4区に分割。市域面積は熊本市の約2

倍。

0　2010年予定の「相模原市」（相模原市を中心に1市4町が合併）では、3区に分割。市域面積は熊本

市とほぼ同じ。
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【参考】浜松市の事例

2007年に旧浜松市を中心に3市9町が合併し、7区に分割し政令市に。（人口

786，306人、市域面積1，511．17k最、熊本市の約4倍）

2009年7月、浜松市行財政改革推進審議会（会長：鈴木　修）は、鈴木康友浜松市長

に対し、究極の行財政改革として、r行政区の廃止または削減」を求めました。内容の
骨子は次の通りです。

（1）行政区の廃止

浜松市に行政区を設ける必然性はないと考える

市民に行政区を置かない場合の執行体制を示し、設置もしくは廃止の判断を求めること
行政区必置制度の廃止を求め、国に地方自治法の改正を要望すること

（2）行政区の削減

行政区は都市の将来像を描くまとまりとして、3区程度に削減すること

行政区の削減にあわせ、簡素な市の組織に再構築すること

（抜粋）

私たちの試算では7区を3区に統合すれば、現在の市民サービスを確保しつつも30

0人に相当する窓口業務や間接業務が集約できます。人件費に換算すれば1年で24億

円、10年で240億円です。維持管理費の減少等への波及を含めれば、さらなる効果が

見込まれます。

また区の数を減らすことにより、分散していた保健、環境などの職員が集約されて専

門性が高まります。その他、窓口業務が主体の市民サービスセンターに相談業務を充

実させ配置を適正化するなどにより、これまでよりも市民サービスの向上を図ることができ

ます。
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≪3区案の概要≫　区割りの線引きは別紙の通り

【区割りの基本的な考え方】

①区の数が少ないほど行政効率と専門性が向上し、行政サービスの提供が経済的になり
ます。

②区数を少なくすることで、市民に身近な市議会に、地域の代表は勿論のこと、まちづくり

の核の一つ、全市で共通認識を持って活動する団体など、あらゆる人が挑戦できるこ
と。

③市民の安心・安全にかかわる警察、土木、消防といった公共機関が3所轄に分かれてお

り、これらにあわせた方が効率的であること。

④以上を踏まえ、基本的に国政の選挙区（1区と2区）と、生活圏があまり密接でない白川

の明午橋から上流区域を境界線としました。

●　人口規模

行政サービスの提供や行政効率、財政負担などを考慮した行政区画の各種調査研

究での「最適人口」は10万～30万人と幅広く、最も効率的な規模が確定していないこと

や、先行の7都市での区の人口規模が39，249人から295，325人と幅が広いことから、

これらを目安として区割りをした結果、人口の集積する東部は286，830人に、その他の

区は219，148人と222，000人となりました。

●　面積規模

①　東部地域に人口が集中していることから、この地域については比較的小さく、

他の地域についてはほぼ均等としました。

●　地形・地物

①　白川の明午橋から上流区域は、生活圏がさほど密接でないことや、警察・消防

等で管轄の分岐線としているところが多いことから、区の境界線としました。

●　地域コミュニティ・通学区域

①　地域の核となる小学校区は分断しないこととしました。

②　まちづくり交流室管轄区域については、極力分断しないように配慮しましたが、

選挙区の区分を優先したことから、五福、幸田、大江交流室で再編成が必要に

なります。

③　国政の選挙区では、花園交流室（花園、池田、城西校区）が分断されています
が、このうち井芹中学校区に花園校区と池田・西里校区の一部が通っているこ

とから、花園小学校区を池田・西里小学校区と同じ区としました。

4
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●　公共機関の所管区域・選挙区

①私達の生活の安全を見守る警察は北署、南署、東署の3署体制です。

②道路など生活基盤の管理をしている熊本市土木は、東部、北部、西部の3所で
行っています。

③市消防は、中央、健筆、西消防署の3署体制です。これに加え14出張所等が
あり、細かな体制が取られています。特に救急車や消防車の高規格車両は3署

で集中して管理されており、この体制に合わせた方が合理的です。

④以上のように公共機関の所管のうち、住民の安心・安全にかかわる警察や土木、
消防といった行政機関は、現熊本市（合併前の熊本市）では3地域に分かれて

おり、警察・消防・土木については極力整合性を図りました。

⑤選挙区（国会議員）については、上記花園小学校区を除き、整合性を図りまし
た。

5
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≪4区案の概要≫　区割りの線引きは別紙の通り

【瞳割りの基本的な考え方】

①3区案をベースに、中央に区を設置した場合を考えました。

②中央の区を設置する場合、「熊本市第6次総合計画」（熊本市がめざす市の姿）の考え
方をもとに検討しました。

③中央の区については、市域や都市圏全体の拠点として、商業、業務、文化など、様々な

機能が集積する中心市街地に特化した区とし、人口を10万人程度としました。

④周辺の区については、行政・商業など生活サービス機能が充実した地域拠点や生活拠
点で構成される「地域生活圏」を複数配置することとしました。

⑤これにより、中央の区の設置による弊害（中央の区のみに全機能が集積し周辺が疲弊す
る弊害）を避けました。

【参考】熊本市第6次総合計画（基本計画24ページ）

1．都市づくりの基本的視点

（1）広域的な視点　（省略）

（2）地域の視点　（省略）

2．都市空間の構成方針

広域交流拠点都市として、また、将来においても暮らしやすい都市の実現のため、潤いある自然の中で、

市域及び都市圏全体の拠点である商業・業務・文化など様々な機能が集積する中心市街地と行政・商業な

ど生活サービス機能が充実した地域拠点や生活拠点で構成する複数の地域生活圏の形成を図ります。
そして、地域拠点と中心市街地は、利便性の高い鉄軌道やバスなどの公共交通で結ばれ、地域拠点相

互も公共交通や幹線道路で結ばれ、地域生活圏が相互に連携した多核連携型の都市空間の構成を目指
します。

46



●　人口規模

行政サービスの提供や行政効率、財政負担などを考慮した行政区画の各種調査研
究での「最適人口」は10万～30万人と幅広く、最も効率的な規模が確定していないこと

や、先行の7都市での区の人口規模が39，249人から295，325人と幅が広いことから、
これらを目安として、中央の区は中心市街地を中心に10万人程度とし、周辺には複数

の「地域生活圏」を取り込んで区割りをした結果、103，732人から218，616人となりまし
た。

●　面積規模

①　中央の区は中心市街地を中心とし、東部地域に人口が集中していることから、

この地域については比較的小さく、他の地域についてはほぼ均等としました。

●　地形・地物

①　白川の明午橋から上流区域は、生活圏がさほど密接でないことや、警察・消防
等で管轄の分岐線としているところが多いことから、区の境界線としました。

②　中央の区の西側の境界を、国道3号線としました。

●　地域コミュニティ■通学区域

①　地域の核となる小学校区は分断しないこととしました。

②　まちづくり交流室管轄区域については、極力分断しないように配慮しましたが、

選挙区の区分を優先したことから、五福、幸田、大江交流室で再編成が必要に

なります。

③　国政の選挙区では、花園交流室（花園、池田、城西校区）が分断されています
が、このうち井芹中学校区に花園校区と池田・西里校区の一部が通っているこ
とから、花園校区を池田・西里校区と同じ区としました。

④　中央の区の東側の境界は、東部交流室の管轄を分断しないようにしました。
⑤　5区・6区案で中央の区とした横合小学校区は、飛び地の清水小学校区と竜

南中学校区であることから、同じ区としました。
⑥　5区・6区案で中央の区とした壷川中学校区は、池田・高平台小学校区ととも

に京陵中学校であることから、同じ区としました。

●　公共機関の所管区域・選挙区

①　3区案同様、公共機関の所管のうち、住民の安心・安全にかかわる警察や土木、
消防といった行政機関は、現熊本市（合併前の熊本市）では3地域に分かれて

おり、警察・消防・土木については極力整合性を図りました。

②　選挙区（国会議員）も、中央の区と花園小学校区を除き、整合性を図りました。
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≪3区案・4区案と「行政区画編成の基準」との比較≫

行政区画編成の基準（要約版）

1、人口規模

区の人口は、10万から15万人程度が一つの目安と考えられる。

2、面積規模及び地形・地物

面積規模は、区役所までの時間距離への配慮が望ましいが、地形や人口密集度等のさ

まざまな状況があることから、他の基準との関係で必要がある場合に考慮する。

また、区の境界については、山林、河川、鉄道、主要道路などの明瞭な地形・地物なども

考慮する必要がある。ただし、必ずしも分断要素とはならない地域があることも配慮する。

3、地域コミュニティ及び通学区域

自治会・区長会の組織については、分断しないように配慮する。また、熊本市17ヶ所の地

区公民館にまちづくり交流室を設置しており、その所管区域の大幅な再編成を必要としな

い区の編成とする。

小学校の通学区域については、分断しないものとする。中学校の通学区域についてもな

るべく配慮する。また、市民の日常生活圏域にも配慮する必要がある。

4、公共機関の所管区域及び選挙区（国）

区の区域は、国・県等の公共機関（法務局、税務署、警察、郵便局等）の所管区域とでき
る限り整合性を確保することが望ましいが、全てと整合性を図ることは困難であり考慮する

にとどめる。

また、国会議員の選挙区については、一定の考慮が必要である。

①人口規模基準との比較

●「区の人口は、10万から15万人程度が一つの目安と考えられる」としていますが、

審議会委員の一人（学識経験者）が、人口規模について「根拠なき前提」といった
主旨の発言をされたように、確定した人口規模基準は存在しません。

●　平成の大合併が検討された折、多くの学識者から最適な人口規模について研究
論文が発表されています。それら多くの論文では、10万－30万人程度の規模の

範囲内で効率的と結論付けており、熊本市が主張する10万～15万人とするよう
な大勢にはなっていません。

●「これら研究論文の多くは、人口を横軸、歳出を縦軸にとり、両者の間にU字曲線と

なる関係性を見出し、日宇の底となる人口規模を『最適規模』と結論付けてる。（中
略）しかし、『全国一律に適用できる基礎自治体の適正規模などない。』とする意見

8
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もある。」
（出典：効率的な自治体運営を目指して～基礎自治体の適正規模と合併シミュレーション～飯野

英明、嶋立陽一、永見真二著）

義2－1主な先行研究事例

出典 「最適」人口規模 データ

古谷 目的別歳出に鯛する推定
東京静内の奇を除く人口

1甜 100万人未蒲の
17姉 （1985年駐榔

（198 9） のみで戒出総額なし。

音村
h 999a）

全686市・特別区：約21．6万人、 1 9 94 年度東京都
地方鴎436市：18．1万人 特 別 区を 含 む全
太卸間熟は0市・特別区：18．2万人 国6 86 市

吉村
（1999b）

全市・働 胚：20．9万人、＊27．1万人 1 9 9 6 年度東京都
全町村：157．3万人、＊245．1万人　＊衝積を棚変数に含む場乱 特別区を含む全国

691市及び全町軌

林
（1999） 1 1．8万人 全国3 ．2 3 2市町村

中井
12 ．8 万人

198 4年度
（1988） 全市町村 （決算）

中井
2 5 ．3万人 19 84年64 1都市

（19 88） （基準財政需畢）

中井
2 9 ．6 万人 1984年3．25 3全市

（1988） 町村（基準財政蕎要）

原田 1人当た り歳出総額は L 小町村、大町村、dl
川崎 手製をとり、最清人口親 都市、大都市、政令

（1999） 横は存在しない。 指定都市別に推定。

西川
（200 1）

17 ．0万人 全3 ．25 5市町村

横道
村上

（199 6）

榊 10 kボ：乱1万人 19 9 2年度政令指
面積10 0kn†の地域：13．6万人 定叡市、離島絃当市
W 積50 0k山の地域 町村、および地方交

：約18 ，1万人 付利の不交付団体
面積10 00kd の地域 を除く2．9 5 9の市

：約20 ．5万人 町村 （出典：同上）

●（資料）林（2002、p．7）以上のことから、3区・4区案とも人口10万から30万人の範囲内にあり、「一つの

目安と考えられる」とした、基準の範囲内と考えられます。

●　なお熊本市が作成した住民説明会用パンフレットで、人口規模について、「10万～

15万人程度が最も効率的な行政運営ができると言われており」との表現は、全国
の政令市の人口規模の平均が15万人程度であることと、全国市長会で10万人以

上の都市をめざすとした発表などが根拠で、上記学説の通り、「最も効率的な行政
運営ができる」根拠とは言えず、記述を訂正すべきであると指摘しておきます。

②面積規模及び地形・地物

●　基準内となりました。

●　面積規模の他都市との比較でも、広域と言われる区にはなっていません。これは、

別表の面積規模、人口密度規模から見た熊本市でも明らかなように、関東・関西都

9
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市圏の都市に次ぐ比較的人口集積したコンパクトシティとなっていることによります。

③地域コミュニティ及び通学区域

●　基準内となりました。

●　中学校の通学区域については、5区・6区案より配慮したものとしました。

④公共機関の所管区域及び選挙区（国）

●　基準では、公共機関の所管区域について「できる限り整合性を確保することが望ま

しい」としながらも考慮にとどめていますが、これら公共機関のうち、警察については

かなり整合性を囲っており、土木、消防とも一定の整合性を図りました。

●　国会議員の選挙区も基準内となりました。

10
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1．他都市との比較表

2．人口規模比較表

3．面積規模比較表

4．人口密度比較表

5．まちづくり交流室管轄区域一覧

6．3区案（行政区画の編成）図

7．4区案（行政区画の編成）図

別紙　資料集
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他都市との比較表

さ

い
た
ま
市

区 名 人 口 面 積 （k ポ ） 人 口 密 度

西 区 8 2 ，34 2 2 9．14 2．82 6
北 区 13 乙10 9 16 ．9 1 7．8 12

大 宮 区 10 6 ．4 77 12 ．7 5 8．35 1

鼻 沼 区 1 52 ．6 1 1 3 0 ．63 4．98 2

中 央 区 90 ．3 8 1 8 ．3 9 10．7 72

桜 区 92 ．8 89 18 ．60 4 ．9 94
浦 和 区 139 ．8 3 7 1 1．5 1 12 ．14 9

南 区 166 ．6 74 13 ．8 9 12 ．00 0

緑 区 104 ，0 18 26 ．5 1 3 ．9 24

岩 槻 区 108 ．9 7 6 4 9 ．16 2 ．2 17

合 計 1．17 6，3 14 2 17 ．4 9 5 ．40 9

静

岡

市

区 名 人 口 面 積 （k n了） 人 口密 度

葵 区 26 2．7 64 1．0 73．3 2 24 5
駿 河 区 2 08．0 55 72．8 9 2，85 4
清 水 区 2 52．50 5 26 5．5 6 95 1
合 計 7 23．3 24 1．4 1 1．7 7 5 12

堺

市

区 名 人 口 面 積 （k ポ ） 人 口密 度

堺 区 14 7．20 8 2 3．6 9 6．2 14
北 区 1 55．28 0 15．58 9．96 7

西 区 13 3．6 15 2 8．6 2 4．66 9
南 区 15 5．0 12 4 0．44 3．83 3
中区 1 22．09 2 17．94 6．80 6
東 区 8 5．30 0 10．4 8 8．13 9

美 原 区 3 9．24 9 13．24 2，96 4
合 計 83 7．7 56 14 9．9 9 5．58 5

浜

松

市

区名 人 口 面 積 （k n了） 人 口密 度

申 区 24 1．3 55 4 3．93 5，49 4
南 区 10 1．2 29 4 7．5 5 2．12 9
東 区 1 20．0 20 4 5．9 9 2．6 10

浜 北 区 84．90 5 6 6．64 1．2 74
西 区 103，7 24 8 5．6 2 1．2 1 1
北 区 93，94 5 2 77．5 8 33 8

天 竜 区 4 1．128 94 3．8 6 4 4
合 計 7 86．30 6 1．5 1 1．17 52 0

新

潟

市

区 名 人 口 面 積 （k n了） 人 口密 度
北 区 78．173 10 7．9 2 72 4
東 区 13 9．5 65 3 8．7 7 3．60 0

中 央 区 179．7 84 3 7．4 2 4．80 4
江 南 区 6 7．3 53 7 5．4 6 89 3
秋 葉 区 7 7．0 50 9 5．38 80 8
両 区 4臥0 54 10 0．83 4 77
西 区 160．9 10 9 3．8 1 1．7 15

西 蒲 区 6 2．9 58 17 6．5 1 11 35 7
合 計 8 13．84 7 72 6．10 1．12 1

岡

山

市

区名 人 口 面 積 （k n盲） 人 口密 度

北 区 295，3 25 4 5 1．03 65 5
中 区 13 8．94 9 5 1．24 2．7 12
東 区 9 6．7 18 160．28 60 3
南 区 16 5．18 0 12 7．36 1，29 7
合 計 69 6，172 78 9．9 1 88 1

相

模

原

市

区 名 人 口 面 積 （k lポ） 人 口密 度

緑 区 17 4．26 3 2 5 3．8 1 68 7
中 央 区 26 2，18 5 3 8．84 7．1 17
南 区 26 9，84 7 3 8．19 7．0 6 6
合 計 70 6，29 5 3 2 8．84 2．14 8

熊本市　 3 区美

編成 人口 世帯数 面積 人口密度

A 222．000人 90．130世帯 133．01k汀f 1，669人／kポ

B 286．830人 118，526世帯 62．85kポ 4，563人／kn了

C ＋ 219．148人 79．949世帯 193．．50kn盲1．133人／kl憾
合計 727．978人 288，605世帯 389．36kポ 1，870人／kポ

熊 本 市　 4 区 案

編 成 人 口 世 帯 数 面 積 人 口密 度

A 20 4．5 20 人 8 1．4 2 7世 帯 12 9．7 1kポ 1，5 77人／kポ

B 2 18，6 16 人 85，72 6世 帯 54．8 6 k n了3，9 85人／kポ

C 10 3．7 32 人 50．20 1世 帯 13．6 0k汀f 7，62 7人／kポ

＋十‡■：′竜三r 没議長ヨ　ぢ～ ■ト1・暫瞥曽芸瑚 】詞
合計 727．9 78 人 28 8，60 5世 帯 38 9．3 6k rポ 用 70人／kポ

最大 ・最小　 人 口規模比較

区分 区名 人口 3 区案 各区寛
l最小 堺・美原区 3乳249 2 日上汁は 帽乳習・32
最大l岡山・北区 295．3251　 288，83㊥ 馴恩㈲柑

最大 ・最小　 面積規模比鼓

区分l　 区名 面積 （k n了）1 3 医業 l 剰区案

最小 さいたま・中央区 8．391　　 ニー∴∴： 13．60
最大 静岡・葵区 1，073．32Ⅰ　　 瑠93．5¢ 19 1．19

最 大 ・最 小　 人 口 密 度 比 較

区分 区 名 人 口密 度 書、≡＿．．－‾′‾芦‾‾ 名匠 案

最 小 浜松 ・天竜 区 44 1，133 圭0 5 2
最 大 1さいたま・浦和区 12．149 4う63 7－62 7

人口規模から見た熊本市

政令市名 人口
岡山市 696，172

相模原市 706．295
静岡市 723．324
照本市 727，978
浜松市 786．306
新潟市 813．847
堺市 837．756

さいたま市 1．176．3 14

面積規模から見た熊本市
政令市名 面積 （k rげ）

堺市 149．99
さいたま市 2 17．49
相模原市 328．84
熊本市 389．36
新潟市 726．10
岡山市 789．91
静岡市 1．4 11．77
浜松市 1．5 11．17

人口密度から見た熊本市

政令市名 人口密度

静岡市 512
浜松市 520
岡山市 88 1
新潟市 1．12 1
熊本市 1，870

相模原市 2，148
さいたま市 5，409

堺市 5．585
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他都市との比較

中央の区がある都市の比較く4区の場合）

人 口規模か ら見た比較

政令市 区名 人 口 面積 （k 汀F） 人 口密度

さいたま市 中央区 90，381 8．39 10，772

熊本市 中央の 区 膵3了32 13．60 7，627

堺市 中区 122，092 17．94 6，806

岡山市 中区 138，949 51．24 2，712

新潟市 中央区 179，784 37．42 4，804

浜松市 中区 24 1，355 43．93 5，494

相模 原市 中央 区 262，185 36．84 7，117

面積規模か らみた比較

政令市 区名 人 口 面積 （k rポ） 人 口密度

さいたま市 中央 区 90，381 8．39 10，772

熊本市 中央の区 103，732 13．60 7，627

堺市 中区 122，092 17．94 6，806

相模原市 中央区 262，185 36，84 7，117

新潟市 中央区 179，784 37．42 4，804

浜松市 中区 241，355 43．93 5，494

岡 山市 中区 138，949 51．24 2，712

武 田密 度 か ら見 た比 較

政 令 市 区 名 人 口 面 積 （k n了） 人 口 密 度

岡 山 市 中 区 138，9 4 9 5 1．2 4 2，7 12

新 潟 市 中 央 区 17 9，7 84 37．4 2 4，80 4

浜 松 市 中 区 2 4 1，3 5 5 4 3．9 3 5，4 94

堺 市 中 区 12 2，0 9 2 17．9 4 6，80 6

相 模 原 市 中 央 区 2 6 2，18 5 36．8 4 7，11 7

熊 本 帯 中 央 の 区 103，73 2 13．6 0 7，6 2 7

さいた ま市 中 央 区 90，3 8 1 8．3 9 10，7 72

10万人程度としたことで、相模原市の中央区を抜いて、さいたま市に次ぐ人口集
積した中央の区となる。
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人口規模

3区案

順位 政令市 名 区名 人 口

1 堺　 市 美原 区 39，249
2 浜松市 天竜 区 4 1，128
3 新潟市 南 区 48，054

4 新 潟市 西蒲 区 62，958
5 新 潟市 江南 区 67，353
6 新 潟市 秋葉 区 77，050
7 新 潟市 北 区 78，173

8 さいたま市 西 区 82，342
9 浜松市 浜北 区 84，905
10 堺　 市 東 区 85，300
11 さいたま市 中央 区 90，381
12 さいたま市 桜 区 92，889

13 浜松市 北 区 93，945

14 岡 山市 東 区 96，718
15 浜松市 南 区 10 1，229
16 浜松市 西 区 103，724
17 さいたま市 緑 区 104，0 18

18 さいたま市 大宮 区 106，477

、19 さいたま市 岩槻 区 108，976
20 浜松市 東 区 120，020
21 堺　 市 中区 122，092

22 さいたま市 北 区 132，109

23 堺　 市 西 区 133，6 15
24 岡 山市 中区 138，949
25 新 潟市 東 区 139，565

26 さいたま市 浦和 区 139，837

27 堺　 市 堺 区 14 7，208
28 さいたま市 見沼 区 152，6 11
29 堺　 市 南 区 155，0 12
30 堺　 市 北 区 155，280
31 新潟市 西 区 160，9 10
32 岡 山市 南 区 165，180

33 さいたま市 南 区 166，674
34 相模原市 緑 区 174，263
35 新潟市 中央区 179，784
36 静 岡市 駿河 区 208，055

37 熊本市 C 2相，148
38 熊本市 糸 222，000
39 浜松市 中区 24 1，355
40 静 岡市 清水 区 252，505
41 相模原市 中央区 262，185

42 静 岡市 葵 区 262，764
43 相模原市 南 区 269，847
44 熊本帯 B 286，830

45 岡 山市 北 区 295．325

5万 人未 満 3 6．7％
5～ 10万 人 未 満 11 24．4％
10 ～ 15万 人未 満 13 28．9％
15 ～20万 人未 満 8 17．8％
20～ 2 5万 人未 満 4 8．9％
25 ～30万 人未 満 6 13．3％

合 計 4 5

平均人口　　　　　　　　　　　143，733人

4区案

順位 政令市名 区名 人口

1 堺　 市 美原区 39，249
2 浜松市 天竜区 41，128
3 新潟市 南区 48，054

4 新潟市 西蒲区 62，958
5 新潟市 江南区 67，353
6 新潟市 秋葉区 77，050
7 新潟市 北区 78，173
8 さいたま市 西区 82，342

9 浜松市 浜北区 84，905
10 堺　 市 東区 85，300
11 さいたま市 中央区 90，38 1
12 さいたま市 桜区 92，889
13 浜松市 北区 93，945

14 岡山市 東区 96，718
15 浜松市 南区 101，229
16 浜松市 西区 103，724・
17 熊本市 C 帽乳関空
18 さいたま市 緑区 104，018

19 さいたま市 大宮区 106，477・
20 さいたま市 岩槻 区 108，976
21 浜松市 東区 120，0 20
22 堺　 市 中区 122，092

23 さいたま市 北区 132，109
24 堺　 市 西区 133，615
25 岡山市 中区 138，949
26 新潟市 東区 139，565
27 さいたま市 浦和区 139，837

28 堺　 市 堺区 147，208
29 さいたま市 見沼区 152，611
30 堺　 市 南区 155，012
31 堺　 市 北区 155，280
32 新潟市 西区 160，910

33 岡山市 南区 165，180

34 さいたま市 南区 166，674
35 相模原市 緑区 174，263
36 新潟市 中央区 179，784

37 熊本市 D 謂一棋 柑

38 熊本市 A 20年520
39 静岡市 駿河区 208，055
40 熊本市 B 2 18，616
41 浜松市 中区 241，355

42 静岡市 清水区 252，505

43 相模原市 中央区 262，185
44 静岡市 葵区 262，764
45 相模原市 南区 269，847

46 岡山市 北区 295，325

5万 人未満 3 6．5％
5～ 10万人未 満 11 2 3．9％
10～ 15万人未満 14 30．4％
15～ 20 万人未満 8 17．4％
20～ 25万人未満 6 13．0％
25～ 30 万人未満 4 8．7％

合計 46

平均人口　　　　　　　　　　140，609人
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面積規模

3区案

順位 政令市名 区名 面積 （kポ）

1 さいたま市 中央 区 8．39
2 堺　 市 東 区 10．48
3 さいたま市 浦和 区 11．5 1

4 さいたま市 大宮 区 12．75

5 堺　 市 美原 区 13．24
6 さいたま市 南 区 13．89
7 堺　 市 北 区 15．58
8 さいたま市 北 区 16．9 1

9 堺　 市 中区 17．94
10 さいたま市 桜 区 18．60
11 堺　 市 堺 区 23．69
12 さいたま市 緑 区 26．5 1
13 堺　 市 西 区 28．62

14 さいたま市 西 区 29．14
15 さいたま市 見 沼区 30．63
16 相 模原市 中央区 36．84
17 新潟市 中央区 37．42
18 相 模原市 南 区 38．19

19 新潟市 東 区 38．77
20 堺　 市 南 区 40．44
21 浜松市 中区 43．93
22 浜松市 東 区 45．99

23 浜松市 南 区 47．55
24 さいたま市 岩槻 区 49．16
25 岡山市 中区 51．24
26 熊本市 B 62．85

27 浜松市 浜 北区 66．64

28 静岡市 駿 河区 72．89
29 新潟市 江南 区 75．46
30 浜松市 西 区 85．62
3 1 新潟市 西 区 93．8 1
32 新潟市 秋 葉区 95．38

33 新潟市 南 区 100．83

34 新潟市 北 区 107．92
35 岡 山市 南 区 127．36
36 熊本市 A j33．0 1
37 岡 山市 東 区 160．28

38 新潟市 西 蒲区 176．5 1
39 熊本市 C 193．50
40 相模原市 緑 区 253．8 1
4 1 静 岡市 清水 区 265．56
42 浜松市 北 区 277．58

43 岡山市 北 区 451．03

44 浜松市 天竜 区 943．86
45 静 岡市 葵 区 1，073．32

10 k n了未 満 1 2．2％
10 ～12 5kポ 未 満 10 2 2．2％
2 5～5 0k rポ未 満 13 28．9％
50～ 100 kポ未 満 8 17，8％
100～200kポ未満 7 15．6％
200～5 0 0 kポ未満 4 8．9％
50 0kポ 以上 2 4．4％

合 計 4 5

平均面積　　　　　122．77　krポ

4区案

順位 政令市名 区名 面積（k n了）

1 さいたま市 中央区 8．39
2 堺　 市 東区 10．48
3 さいたま市 浦和区 11．51
4 さいたま市 大宮区 12，75

5 堺　 市 美原区 13．24

6 熊本市 C 13．60
7 さいたま市 南区 13．89
8 堺　 市 北区 15．58

9 さいたま市 北区 16．91

10 堺　 市 中区 17．94

11 さいたま市 桜区 18．60
12 堺　 市 堺区 23．69
13 さいたま市 緑区 26．51

14 堺　 市 西区 28．62

15 さいたま市 西区 29．14
16 さいたま市 見沼区 30．63
17 相模原市 中央区 36．84
18 新潟市 中央区 37．42

19 相模原市 南区 38．19

20 新潟市 東区 38．77
21 堺　 市 南区 40．44
22 浜松市 中区 43．93

23 浜松市 東区 45．99

24 浜松市 南区 47．55
25 さいたま市 岩槻区 49．16
26 岡山市 中区 51．24
27 熊本市 B 54．86

28 浜松市 浜北区 66．64

29 静岡市 駿河区 72．89
30 新潟市 江南区 75．46
31 浜松市 西区 85．62
32 新潟市 西区 93．81
33 新潟市 秋葉区 95．38

34 新潟市 南区 100．83

35 新潟市 北区 107．92
36 岡山市 南区 127．36
37 熊本市 A 129．7＋！

38 岡山市 東区 160．28

39 新潟市 西蒲区 176．51

40 熊本市 D 相領。瑠9
41 相模原市 緑区 253．81
42 静岡市 清水区 265．56
43 浜松市 北区 277．58

44 岡山市 北区 451．03
45 浜松市 天竜区 943．86

46 静岡市 葵区 1，073．32

10 kポ未 満 1 2．2％
10～ 2 5kポ未 満 11 2 3．9％
25～ 5 0kポ未満 13 2 8．3％
50～ 10 0kポ未満 8 17．4％
100～200kポ未満 7 15．2％

200～5 0 0k n†未満 4 8．7％
50 0kポ 以上 2 4．3％

合計 46

平均面積　　　　120．10kポ
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3区案

人口密度

4区案

順位 政令市名 区名 人 口 面積（knギ）人口密度

1 浜松市 天 竜区 41，128 9 43．86 44

2 静岡市 葵 区 262，764 1，073．32 24 5

3 浜松市 北区 93，945 2 7 7．58 33 8

4 新潟市 西 蒲区 62，958 17 6．51 35 7

5 新潟市 南 区 48，054 100．83 47 7

6 岡山市 東区 96，718 160．28 60 3

7 岡山市 北区 295，325 4 5 1．03 65 5

8 相模原市 緑区 174，263 25 3．81 68 7

9 新潟市 北区 78，173 10 7．92 724

10 新潟市 秋葉 区 77，050 9 5．38 80 8

11 新潟市 江南 区 67，353 7 5．46 89 3

12 静岡市 清水 区 252，505 26 5．56 95 1

13 熊本市 仁 219，148 19 3．50 1，133

14 浜松市 西区 103，724 8 5．62 1，211

15 浜松市 浜北 区 84，905 6 6．64 1，274

16 岡山市 南区 165．180 12 7．36 1，297

17 熊本市 A 222，000 13 3．01 1，669

18 新潟市 西区 160，910 9 3．81 1，715

19 浜松市 南区 10 1，229 4 7．55 2，129

20 さいたま市 岩槻 区 108，976 4 9．16． 2，217

2 1 浜松市 東区 120，020 4 5．99 2，610

22 岡山市 中区 138，949 5 1．24 2，712

23 さいたま市 西区 82，342 2 9．14 2，826

24 静岡市 駿河 区 208，055 72．89 2，854

25 堺　 市 美原 区 39，249 13．24 2，964

26 新潟市 東 区 139，565 3 8．77 3，600

2 7 堺　 市 南 区 155，0 12 4 0．44 3，833

28 さいたま市 緑 区 104，0 18 2 6．51 3，924

29 熊本市 B 286，830 6 2．85 4，564

30 堺　 市 西 区 133，6 15 2 8．62 4。669

3 1 新潟市 中央区 179，784 3 7．42 4，804

32 さいたま市 見 沼区 152，6 11 3 0．63 4，982

33 さいたま市 桜 区 92，889 18．60 4，994

34 浜松市 中区 24 1，355 4 3．93 5，494

3 5 堺　 市 堺 区 147，208 2 3．69 6，214

36 堺　 市 中区 122，092 17．94 6，806

3 7 相模原市 南 区 269，847 3 8．19 7，066

3 8 相模原市 中央区 262，185 3 6．84 7．117

3 9 さいたま市 北 区 132，109 16．9 1 7，812

40 堺　 市 東区 85，300 10．48 8，139

4 1 さいたま市 大宮区 106．477 12．75 8，351

4 2 堺　 市 北区 155，280 15．58 9，967

4 3 さいたま市 中央区 90，381 8．39 10，772

4 4 さいたま市 南 区 166，674 13．89 12，000

4 5 さいたま市 浦和 区 139，837 1 1．5 1 12，149

170，648

5 00人未 満 5 11．1％

500～1000人未満 7 15．6％

1000～2000人未満 6 13．3％

2000～3000人未満 7 15．6％

30 0 0 ～4000人未満 3 6．7％

4000～5000人未満 5 11．1％

5000～10000未満 9 20．0％

100 0 0以上 3 6．7％

合計 45

平均人口密度　　　　　　　3，792人／kポ

順 位 政令市名 区 名 人 口 面積（kポ）泉 田密 度

1 浜松 市 天 竜 区 4 1，1 28 94 3．8 6 4 4

2 静 岡市 葵 区 26 2，7 64 1，0 73．3 2 24 5

3 浜松 市 北 区 9 3，94 5 2 77．5 8 33 8

4 新 潟市 西 蒲 区 6 2，9 58 17軋5 1 35 7

5 新 潟市 南 区 4 8，0 54 10 0．8 3 4 77

6 岡 山市 東 区 9 6，7 1 8 160．28 60 3

7 岡 山市 北 区 29 5，3 2 5 4 5 1．0 3 6 55

8 相模原市 緑 区 1 74，2 6 3 2 5 3．8 1 6 87

9 新 潟市 北 区 78，17 3 10 7．92 7 24

10 新 潟市 秋 葉 区 77，0 5 0 9 5．38 8 08

1 1 新 潟市 江 南 区 6 7，3 5 3 7 5．46 8 93

12 静 岡市 清 水 区 2 52，5 0 5 2 6 5．56 9 5 1

13 熊 本 市 D 2 0 1，1 10 19 1．19 恥0 5 2

14 浜 松市 西 区 103，72 4 8 5．62 1，2 11

15 浜 松市 浜 北 区 84，9 0 5 6 6．64 1，2 74

16 岡山市 南 区 18 5，18 0 12 7．3 6 1，2 9 7

17 熊 本 市 A 2 04．5 2 0 12乱7 1 恥5 7 7

18 新 潟市 西 区 160，9 10 9 3．8 1 1，7 15

19 浜 松市 南 区 10 1，2 2 9 4 7．55 2，129

2 0 さいたま市 岩 槻 区 10 8，9 7 6 49．16 2．2 17

2 1 浜 松市 東 区 120，0 2 0 4 5．99 2，6 10

2 2 岡山市 中 区 138，9 4 9 5 1．24 2，7 12

2 3 さいたま市 西 区 8 2，3 4 2 2 9．14 2，8 2 6

2 4 静 岡市 駿 河 区 2 08．0 5 5 7 2．8 9 2，8 5 4

2 5 堺　 市 美 原 区 3 9，2 4 9 13．24 2，96 4

2 6 新 潟市 東 区 13 9，5 6 5 3 8．7 7 3，60 0

2 7 堺　 市 南 区 15 5，0 12 4 0．44 3，83 3

2 8 さいたま市 緑 区 104，0 18 2 6．5 1 3，92 4

2 9 熊 本 市 B 2 18，6 16 5 4．8 6 3，98 5

3 0 堺　 市 西 区 13 3，6 15 2 8．6 2 4．66 9

3 1 新潟市 中 央 区 17 9，78 4 3 7．4 2 4，80 4

3 2 さいたま市 見 沼 区 15 2，6 1 1 3 0，8 3 4，98 2

3 3 さいたま市 桜 区 9 2，88 9 18．60 4，99 4

3 4 浜松市 中 区 2 4 1，35 5 4 3．9 3 5．4 9 4

3 5 堺　 市 堺 区 14 7，20 8 2 3．6 9 6，2 14

3 6 堺　 市 中 区 12 2，0 9 2 17．94 6，8 0 6

37 相模原市 南 区 2 6臥84 7 3 8．1 9 7，0 6 6

3 8 相模原市 中 央 区 2 6 2，18 5 3 6．84 7，1 17

39 熊 本 市 C 10 3，73 2 13．60 t G2 7

4 0 さいたま市 北 区 13乙10 9 16．9 1 7，8 12

4 1 堺　 市 東 区 8 5，30 0 10．4 8 8，13 9

4 2 さいたま市 大 宮 区 10 6，4 77 12．7 5 8，35 1

4 3 堺　 市 北 区 15 5，28 0 15．5 8 9，9 67

4 4 さいたま市 中 央 区 9 0，3 8 1 8．3 9 10．7 72

4 5 さいたま市 南 区 16 6，6 74 13．8 9 12，00 0

4 6 さいたま市 浦 和 区 13 9，8 37 1 1．5 1 12．14 9

177，524
5 00人未 満 5 10．9％

500～1000人未満 7 15．2％

1000～2000人未満 6 13．0％

2000～3000人未満 7 15．2％

3 0 0 0～4000人未満 4 8．7％

4000～5000人未満 4 8．7％

5000～10000未満 10 2 1．7％

10 0 0 0以上 3 軋5％

合計 46

平均人口密度　　　　　　　3，859人／k汀f
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まちづくり交流室管轄区域一覧

交流室 管轄校区 6区案 5区案 4区案 3区案

花園
花園 ㌃て仁 B A A
池田 B B A A
城西 C B D C

五福

古町 C B D C
春日 C B D C
白坪 C B D G
五福 D C C A
慶徳 D C C A
一新 D C C A

中華

壷川 D C A A
碩台 D G A A
城東 D C C A
黒髪 D C A A
砂取 D C B B
健軍 E D B B
泉ケ丘 E D B B

哀部
帯山 D C B B
尾ノ上 E ・ D B B
東町 E　■ D B B

帯山西 D C B B
月出 E D B B

健軍東 E － D B B
山ノ内 E D　＿ B B

蕪甲．

画図 E D B B
御幸 C E D C
田迎 C E D C
田迎南 ㌃C E D C
白川 D C C A
大江 D C C A
出水 D C C A

■．享 範 …
託麻原 D C C A
白山 D C C A

出水南 D C C A
向山 D C C ■
本荘 D C C C ■
春竹 D C C C

まちづくり交流室管轄区域の変更が必要な地域

交流室 管轄校区 6区案 5区案 4区案 3区案

清水

清水 B A A A
城北 B A A A
高平台 B － A A A
麻生田 B A A A

北部
川上 B A A A
西里 B A A A

北部東 B A A A

龍田

龍田 B A A A
楠 B A A A
武蔵 B A A A
弓削 B A A A
喩木 B A A A

託麻

西原 E D B B
託麻東 E ．D B B
託麻西 E D B B
託麻北 E ＋　D B B
託麻南 E　■ D B B
長嶺 E D B B

秋津

秋津 E D　■ B B
若葉 E D B B
桜木 E D B B
桜木東 E D B B

河内
河内 e B D C
芳野 C B D C

飽田
飽田東 C E D C
飽田南 C E D C
飽田西 C E D C

天明

中緑 C E D C
銭塘 C E D C
奥古閑 C E D C
川口 C E D C

西部

高橋 C B D C
池上 C B D C
城山 　 C B D C
松尾東 ．C B D C
松尾西 C B D C
松尾北 C B D C
小島 C B D C
中島 C B D C

南部

日吉 C E D C
川尻 C E D C
力合 C E D C
城南 C E D C
日吉東 C E D C

富合 F E D C ．

植木

田底 さ≡－≧A A A A
吉松 毒・．rA A A A
山本 だA A A A
田原 ‡等A A A A
山東 莞 A A A A
植木 挙≡…．喜A A A A
桜井 簗A A A A
菱形 烏恕・＿－．・ニー A A A

城南
杉上 F E D C
隈庄 F E D C
豊田 F E D C
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